
 

 ５／２２（木）の発表         　 　　　　　　　　　　　　　【道庁プレスリリース】

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報道発表資料の配付日時　５月２２日（木）１５時００分 

 発 表 項 目  令和７年度 消費者支援功労者表彰等について                          

（ 行 事 名 ）

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者

  

 の お 知 ら せ   発表場所

  　消費者庁による令和７年度消費者支援功労者表彰等について、次の方々の受賞が決定しま

 概 要 したので、お知らせします。 

 記

 １　受賞者

 　(1) 内閣府特命担当大臣表彰

 　　　弁護士

 　　　特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 理事

 　　　　竹之内　洋人（たけのうち　ひろと）　氏

 　(2) ベスト消費者サポーター章

      司法書士 

 　　　特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 理事・検討委員

         番井　菊世（つがい　きくよ）　氏

 

 ２　受賞者活動内容

 　　別紙のとおり

 

 ３　表彰式、授与式

 　　上記１(1)は、消費者庁において表彰式を実施します。詳細については、消費者庁から

 　発表される予定です。

 　　上記１(2)は、道において授与式を実施します。

     ・日　時　令和７年(2025年)５月２７日（火） １０：４５～１１：００

     ・場　所　札幌駅前通地下歩行空間　北３条交差点広場（西）

 　　　　　　　（札幌市中央区北３条西４丁目）

    ・伝達者　北海道環境生活部くらし安全局長　髙木 順一（たかぎ じゅんいち）

 参 考 「消費者支援功労者表彰」 

   　　消費者支援活動に極めて顕著な功績のあった個人又は団体・グループに対して、その

 　功績をたたえ顕彰し、もって消費者利益の擁護及び増進を図ることを目的とする。 

 　　ベスト消費者サポーター章は、顕著な功績があり、広く社会に紹介するに足りると認

　められる者として記念品を授与し、その趣旨を記した書状の交付を行うもの。

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)

 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 　環境生活部くらし安全局消費生活課（担当者：太田） 

 （ 連 絡 先 ） 　　ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０４－５２１２　　内線　24-511 

　　　　　  公用スマホ    ０１１－５８５－６１０１    内線　30969



令和７年度 消費者支援功労者表彰等 受賞者紹介

氏名 住所 職業・役職

竹之内
た け の う ち

　洋人
ひ ろ と

札幌市

弁護士

特定適格消費者団体
特定非営利活動法人
消費者支援ネット北海道
　理事

番井
つ が い

　菊世
き く よ

札幌市

司法書士

特定適格消費者団体
特定非営利活動法人
消費者支援ネット北海道
　理事・検討委員

年度 件数

Ｈ２３ １件

１件

Ｈ２４ １件

３件

Ｈ２５ １件

３件

Ｈ２６ ３件

３件

Ｈ２７ １件

１件

Ｈ２８ １件

Ｒ２ １件

１件

Ｒ３ １件

Ｒ５ １件

Ｒ６ 1件

1件

2件

ベスト消費者サポーター章

内閣総理大臣表彰

内閣府特命担当大臣表彰

内閣総理大臣表彰

内閣府特命担当大臣表彰

ベスト消費者サポーター章

ベスト消費者サポーター章

内閣総理大臣表彰

ベスト消費者サポーター章

内閣府特命担当大臣表彰

内閣総理大臣表彰

内閣府特命担当大臣表彰

ベスト消費者サポーター章

内閣府特命担当大臣表彰

ベスト消費者サポーター章

内閣府特命担当大臣表彰

消費者支援功労者表彰 （昭和６０年創設。Ｈ２１消費者庁創設に伴い、表彰は現在の３区分に改正）

　消費者支援活動に極めて顕著な功績のあった個人又は団体・グループに対して、その功績をたたえ顕彰し、もって消費者利
益の擁護及び増進を図ることを目的とするもの。

 ○令和７年度 被表彰者数
　 ・内閣総理大臣表彰　　　　　　５件（個人　４件、団体１件）
　 ・内閣府特命担当大臣表彰　　１３件（個人１１件、団体２件）
　 ・ベスト消費者サポーター章　２２件（個人１９件、団体３件）

＜参考＞　過去の道内の受賞

賞

表彰の種類

内閣府特命担当大臣表彰

ベスト消費者サポーター章

内閣府
特命担当大臣表彰

ベスト消費者
サポーター章

主な活動実績

・消費者支援ネット北海道の検討委員及び
　委員長として、事業者に対する多数の申
　入れ、差止請求訴訟に関与し、不当条項
　の是正に取り組んだ。また、相談員に向
　けた事例集等を執筆するなど、地域の消
　費者支援活動に貢献。
・札幌市消費生活審議会委員を務めたほか、
　札幌弁護士会消費者保護委員会における
　相談員や学生への研修や、大規模被害事
　案の弁護団活動などの被害救済活動にも
　尽力。

町村泰貴

向田直範

大嶋明子、行方幸代

・司法書士として、消費者被害の回復・防止
　に関する裁判業務、申入れ活動、消費者教
　育を精力的に実施。消費者支援ネット北海
　道の設立に尽力し、その後、理事・検討委
　員として、多くの申入活動等に尽力。
・札幌市消費生活審議会副部会長や北海道消
　費生活審議会委員を務めるとともに、司法
　書士会や小学校・中学校・高校等における
　多くのセミナー・研修の講師を担当。

倶知安消費者協会

受賞者

岩見沢消費者協会

消費者被害防止ネットワーク

滝川消費者協会、登別消費者協会、芽室消費者協会

釧路消費者協会

深川消費者協会、美幌消費者協会、帯広消費者協会

消費者支援ネット北海道、士別消費者協会、桑原昭子

苫小牧消費者協会

白川智洋

生活協同組合コープさっぽろ

野村裕子

旭川消費者協会、富良野消費者協会、長原久恵

一般社団法人北海道消費者協会

幕別町消費者協会

河森計二


